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審決取消訴訟の判決（特許庁の無効審決を維持）に関するお知らせ 

 
当社子会社、サミー株式会社がアビリット株式会社（旧：高砂電器産業株式会社）から提起されて

いる実用新案権侵害訴訟の実用新案権に関し、特許庁がこれを無効とする審決をしたことに対し、ア

ビリット株式会社の提起した審決取消訴訟について、東京高等裁判所はアビリット株式会社の請求を

棄却する判決を一昨日言い渡したことを確認しましたので、下記のとおりお知らせ致します。 
 

記 
 
１．経緯 
（１）平成１４年７月１８日  高砂電器産業株式会社（現：アビリット株式会社）による損害賠

償請求の訴訟提起 
（２）平成１５年６月１２日  特許庁からの実用新案権登録第２１４８００９号を無効とする審

決書（平成１５年６月５日付）を確認 
（３）平成１５年７月１０日  アビリット株式会社は特許庁が平成１５年６月５日付で無効とし

た審決の取消を求めて東京高等裁判所に訴訟を提起 
（４）平成１６年１０月１９日 東京高等裁判所はアビリット株式会社の訴えを棄却する判決を確

認（特許庁の無効審決を維持） 
 
２．審決取消訴訟の判決内容 

原告の請求を棄却する。 
訴訟費用は原告の負担とする。 

 
３．関連する実用新案権侵害に基づく損害賠償請求訴訟 
  当社の回胴式遊技機につき、アビリット株式会社から同一実用新案権を根拠として訴訟を提起さ

れています。 
関連訴訟 訴訟提起日 現状 
アラジンＡ 
ハードボイルド２ 
サンペイ 
ジュウオウ 

平成 14年 7月 18日 現在、大阪地方裁判所にて審理中 
（損害賠償請求額 114億 2400万円） 

 
４．今後の見通し 

上記３に記載のとおり、当該実用新案に関連する訴訟につきましては、大阪地方裁判所で現在、

審理中ですが、当社と致しましては、特許庁の無効審決及び東京高等裁判所の判断が正しく反映

されるものと確信しております。裁判の結果は判明次第、開示致します。 
以 上 

 
 


